
 

 

 

 

 

１． 募集内容 

 安芸高田市立甲田小学校の「校章のデザイン」 

２． 応募作品に盛り込んでほしい点 

（1） 子どもたちにもわかりやすい校章 

（2） 子どもや小学校に期待がこめられている校章 

３． 賞品 

 入選作品（1作品）には記念品を贈呈します。 

４． 応募方法 

（1） どなたでも応募いただけます。 

（2） 応募作品は、未発表かつ自作（他の著作権に触れない）のデザインに限ります。 

（3） 原則として指定の応募用紙を使用し、直接提出、郵送、電子メールで応募ください。応募用紙は、安芸高田

市教育委員会、安芸高田市役所甲田支所、安芸高田市立甲立小学校、安芸高田市立小田小学校、安芸高田市

立小田東小学校に備え付けています。市ホームページからもダウンロードできます。 

（4） 応募用紙がない方は、A4 判白紙の上部に「校章のデザイン」、その下に「デザインの趣旨（100 字程度）、

「自由記述欄（校章に寄せた想いなど）」、最下部に「住所・氏名・年齢・職業・電話番号」を記入してくだ

さい。 

（5） カラー、モノクロのどちらでも応募できます。ただし、グラデーション（ボカシ・濃淡）は不可とします。 

（6） 応募にかかる経費は応募者の負担とし、応募作品は返却しません。 

（7） 応募点数に制限はありませんが、応募用紙 1枚につき 1作品とします。 

（8） 応募方法は、次のとおりとします。 

■直接提出  安芸高田市教育委員会、甲立小学校、小田小学校、小田東小学校、甲田中学校 

■郵  送  〒731-0590 広島県安芸高田市吉田町吉田 791 安芸高田市教育委員会教育総務課 

■電子メール kyohikusohmu@city.akitakata.lg.jp（2MB以下） 

５． 募集期間 

 平成 28年 9月 10日～平成 28年 11月 30日（必着）※発表は平成 29年 2月頃を予定しています。 

６． 選定方法など 

（１） 甲田地区小学校統合準備委員会で入選作品を 1点選定し、安芸高田市で決定します。 

（２） 入選作品の応募者には直接ご連絡するとともに「広報あきたかた」等に掲載します。 

（３） 校章の応募及び制定によって発生する著作権等の一切の権利は安芸高田市教育委員会に帰属します。 

（４） 住所・氏名・電話番号などの個人情報は、今回の募集目的以外には使用しません。 

（５） 応募作品の著作権などについて、第三者から異議申立、苦情などがあった場合は、費用負担などを含め応募

者が対応するものとします。 

（６） 入選作品のデザインの一部を甲田地区小学校統合準備委員会または安芸高田市において修正することもあ

ります。（修正する場合は事前に協議します。） 

７． 問い合わせ先 

 安芸高田市立甲田地区小学校統合準備委員会事務局（安芸高田市教育委員会教育総務課） 

 〒731-0590 広島県安芸高田市吉田町吉田 791 電話：0826-42-0049（直通） FAX：0826-42-2396 

平成 30 年 4 月、安芸高田市立甲立小学校、安芸高田市立小田小学校、安芸高田市立小田東小学校の 3 小学校

が統合し、現在の安芸高田市立甲立小学校がある場所に、新たに「安芸高田市立甲田小学校」が開校します。甲

田地区統合準備委員会では、「新しい学校づくり」に向けての準備を進めています。魅力あふれる甲田小学校にふ

さわしい校章を作りたいとの願いから、「校章のデザイン」を下記のとおり募集します。 

安芸高田市立甲田小学校「校章のデザイン」を募集します 

 


